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国立大学法人群馬大学中期目標

（前文）大学の基本的な目標

本学は、豊かな自然風土の下、北関東を代表する総合大学としてその社会的使命を果た

してきた。新しい世紀に入り、人類の繁栄と生存の根幹に関わる諸問題に意欲的、創造的

、 、 、に取り組む人材を育成すること 最先端の学術研究を世界的水準で推進すること そして

開かれた大学として地域社会に貢献することを基本理念に掲げ、以下の目標を設定する。

) 教育においては、①学生の勉学を促進する学修環境及び支援体制を整備する。②教養1

、 、 、 、教育 学部専門教育 大学院教育それぞれの充実を図るとともに 相互の関連を強化し

豊かな人間性・基礎的能力・専門的能力・創造的能力を兼ね備えた人材を養成する。

、 、2) 研究においては ①各専門分野において独創的な研究を世界水準で展開するとともに

本学の伝統をなす実践的、実学的研究と基礎的諸科学との融合を図る。②地域社会の諸

課題について自治体等との共同研究を活発に行い、成果を地域社会に還元する。

) 社会貢献においては、①自然環境を守り、地域の文化・伝統を育み、豊かな地域社会3

を創るために、学内外の関係機関と連携した活動を活発に展開する。②地域住民の多様

な学習意欲や技術開発ニーズに応え、地域社会の活性化に貢献する。

) 国際貢献においては、①海外からの留学生の受け入れと本学学生の海外留学の機会を4

拡大させるとともに、異文化理解教育を推進する。②学術面での国際交流を活発に展開

する。

) 大学運営においては、①一層の自主性、自律性をもって大学運営に当たるとともに、5

学外有識者の参画を求める。②総合情報システムを拡充し、運営の効率化を図るととも

に、情報公開に努める。③自己点検評価、外部評価、第三者評価の結果を積極的に受け

止め、大学の諸活動の質的向上を図る。

Ⅰ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織

１ 中期目標の期間

平成１６年４月１日～平成２２年３月３１日

２ 教育研究上の基本組織

この中期目標を達成するため、別表に記載する教育研究組織として学部、研究科及び

附置研究所を置く。

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１ 教育に関する目標

（１）教育の成果に関する目標

（ⅰ）学士課程

、 、 。豊かな知性と感性 教養 創造性を持ち信頼される人格を備えた人材を育成する

全学共通の教養教育においては、幅広く深い教養を涵養するとともに、プレゼンテ

ーション能力、外国語によるコミュニケーション能力、データ処理能力などの向上
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を図る。専門教育では、幅広い学識、専門分野における基礎知識、柔軟な実践的能

力と問題解決能力、変動する社会へ対応する能力を養成する。

（ⅱ）大学院課程

、 、 、高い倫理観 豊かな学識及び学際的研究能力を持ち 新しい科学・技術の創造と

社会、地域の発展に貢献できる人材を育成する。専門領域の学問体系の基礎から最

先端までの知識・技能を持たせ、自立して研究活動を展開するための基本的能力、

実践力、応用力を修得させる。

（２）教育内容等に関する目標

（ⅰ）学士課程

明確な勉学意欲と豊かな倫理観を持つとともに、基礎的学力を備えた学生を選抜

することをアドミッション・ポリシーとするが、高校教育のプロセスに対応した柔

軟な入学者選抜にも配慮する。さらに、社会人、留学生などにも広く門戸を開く。

教養教育では、幅広く深い教養、総合的判断力、自然との共生を基盤にした豊か

な人間性を育てるカリキュラムを、専門教育では、専門分野の最新の知識及び技術

を修得する基礎的能力や課題解決能力を養成するためのカリキュラムを設計する。

教育方法では、講義と実験・実習・ゼミなどを適切に組み合わせることにより、

学習意欲の向上とその成果の定着を図る。実験・実習・ゼミでは少人数教育を実施

し、課題探求・問題解決型学修を導入するとともに、コミュニケーション能力など

の向上を図る。

成績評価においては、それが学生や社会に信頼され、学習意欲を引き出すものと

なるように評価方法を改革する。

（ⅱ）大学院課程

アドミッション・ポリシーは、専門領域における基礎知識と将来指導的役割を担

うための資質・能力・意欲・倫理観を持つ人材を選抜すること、及び多様な学修歴

を持つ受験者の資質・能力を適切に評価し、社会人や留学生を積極的に受け入れる

ことである。

教育課程では、高い倫理観に立脚し、専門的知識及び技術を修得した高度専門職

業人、並びに創造的能力を備えた研究者を育成する。

教育方法は、体系性をもった多様な学科目の修得を義務づけるとともに、国内外

の諸機関との連携により視野を広げる教育を実施する。

成績評価は、客観性のあるものにし、それが学生や社会に信頼され、学習意欲を

引き出すものとなるように評価方法を改革する。

（３）教育の実施体制等に関する目標

、 、 、教職員の配置については 公募制・任期制の適用範囲を拡大し 人事の流動を促し

研究・教育の活性化を図る。重点的な人的配置、年齢、性別によらず有能な教職員の

、 。 、 、登用 外国人教員の適正配置に努める 教員の教育業績評価システムを確立し 人事
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任期制教員の再任評価、顕彰制度などに活用する。また、全学共通の教養教育は、全

教員の参加体制で実施する。

教育環境整備については、教育設備の充実、空調設備の整備、障害者等にも配慮し

た学習環境の整備、老朽化した教室の更新などにより、教育環境を改善する。また、

少人数教育用や学生の自己学習のための教育設備を充実する。

、 、教育の質の改善のために 授業方法改善研究部会を中心としたＦＤ活動を活性化し

公開授業、授業改善活動の充実を図る。さらに、学生による授業評価、シラバスの掲

示板機能を利用し、常時学生の教育に対する満足度を計測する。

（４）学生への支援に関する目標

学生への学修支援については、入学生の多様な学力に配慮したきめ細やかな支援体

制を構築すること、勉学への意欲、将来への目的意識を育む学習環境を整備し、学生

が必要とする情報をいつでも容易に提供できる体制を整備することなどを基本方針と

する。

学生への生活支援については、学生の生活実態調査を定期的に実施し、それに基づ

き柔軟に対応できる学生支援体制を整備すること、学生生活や各種活動に対して指導

や助言等を行う組織を充実させること、就職支援やアルバイトの紹介など経済的側面

における支援を強化することなどを目指す。

２ 研究に関する目標

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

我が国の学術政策の基本方針を踏まえつつ、最先端の独創的研究を世界水準で展開

する。研究の推進に当たっては、専門分野の枠組みにとらわれず、総合的視点に立脚

した研究分野の再構築を図り、新しい学問体系の確立を目指す。研究の成果は、それ

ぞれの研究分野において世界的水準の学術誌に発表して、諸科学の進歩に貢献すると

ともに、知的財産権を取得して、教育研究を円滑に実施するための財政的基盤を強化

する。また、地域社会に発生する様々な問題や課題について、学外の関係機関や自治

体等と共同研究を積極的に実施し、その成果を地域社会に広く還元する。

（２）研究実施体制等の整備に関する目標

国際競争力をもつ先進的研究拠点を形成し、それを担う人材を恒常的に育成するた

めに必要な研究実施体制の整備を行う。学部・専攻の枠を越えて教員が研究組織を構

成しやすいシステムの構築、複合領域の研究や大学院生に対する柔軟な研究指導を可

能にする大学院組織の改組・再編を図る。

施設面での研究環境の整備の推進に努める。附属図書館、総合情報処理センター、

機器分析センター、遺伝子実験施設、附属動物実験施設、附属生理活性物質センター

などの統合整備を通じて研究支援機能の向上を図る。

学内におけるプロジェクト研究、学外研究者との共同研究を円滑に行うために共用

研究スペースや共同利用機器の使用について十分に配慮する。

教員の教育研究評価のためのシステムを構築し、各組織における教員の研究活動と
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実績を把握するとともに、研究者の配置や研究資金の配分等に競争的環境を導入し、

教員の研究活動の活発化を図る。

３ その他の目標

（１）社会との連携、国際交流等に関する目標

社会との連携においては、群馬大学が核となって地域社会との総合的な連携システ

ムを構築し、大学の研究成果を社会へ還元するシステムを整備する。

国際交流に関しては、外国諸機関との交換留学制度や共同研究を活発化させる。ま

た、多くの国からの留学生を受け入れるとともに、海外から優れた研究者を客員教授

として受け入れ、教育・研究の活性化を図る。さらに、国際協力事業に積極的に参加

し、開発途上国への知的支援、技術協力を積極的に展開する。

（２）附属病院に関する目標

医学・医療・看護・福祉を総合的に見据えた教育・研究・臨床活動を推進し、広く

社会のニーズに応え、患者に信頼される高度先進医療、その他先進医療を実践する中

核病院を目指す。

（３）附属学校に関する目標

附属学校の設置目的を踏まえ、教育研究及び教育実習に関して教育学部との連携を

強化する。学校教育の質的向上に寄与するという附属学校の役割を自覚し、公立学校

や関係教育機関等と連携して、地域貢献に努める。附属学校間の連携の在り方、学校

運営の内容と組織、教育課程、教育施設、学校規模等を総合的に検討し、子どもたち

の学校生活の充実を目指す。

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

１ 運営体制の改善に関する目標

) 効率的・機動的かつ民主的な大学運営を遂行するため、教育研究及び経営両面にわ1

たり学長のリーダーシップを重視し、その補佐体制を整備するとともに、学内運営組

織の役割分担を明確にし、機動的な意思決定システムを確立する。

) 学部等 (「学部及びその他の部局」をいう。以下同じ。)の業務運営の効率性及び2

機動性を担保するシステムを設計する。学部等における組織業務の評価基準・方法を

確立するとともに、定期的に厳正な自己評価及び外部評価を実施し、その評価結果を

外部に公表する等の説明責任を果たし、学部等の各基本理念・目標及び任務に的確に

応える。また、全学的視点に立った戦略的な学内資源配分に資する的確な情報を提供

する。

) 業務運営における教員及び事務職員との連携を密にし、両者が一体となって効率的3

かつ機動的に活動できるシステムを設計する。

) 学内諸施設の有機的な融合・一元化を図り、業務運営の効率性を高める。4

) 国立大学法人間の連携を密にし、他大学との再編統合をも視野に入れて、諸般の社5

会的要請に応じた相互協力体制を強化する。
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２ 教育研究組織の見直しに関する目標

学部の特性を尊重しつつ、本学として、知の細分化から総合化への転換を志向し、全

学の有機的融合を図り、総合大学としての質的向上を目指すという理念の下、以下の基

本方針を目標に組織の見直しを進める。

① 科学技術の重点分野、特に、科学技術基本計画４大分野（生命科学、情報、ナノ

サイエンス、環境）の教育研究に組織的・機動的に対応する。

② 世界水準の教育研究が可能となるように組織を整備して拠点形成を目指す。

③ 学生の学力の充実と、その適性に沿った進路選択を可能とする教育システムを創

設する。

④ 幅広い教養教育と複合型の基礎教育の推進を図る。

⑤ 学部・大学院が円滑に繋がる教育プログラム、教育組織の設定・編成を行う。

⑥ 研究成果の普及事業や移転事業など、教育研究活動に付随する多彩な活動を広範

囲に展開する。

３ 人事の適正化に関する目標

) 教職員の多様な活動をより効率よく適正に行う人事システムを確立し、成果・業績1

に対する公正かつ客観的な評価システムを導入し、それに基づく給与・昇給等へのイ

ンセンティブを付与する。

) 教職員の多様な職務内容を、適切かつ効率よく行うための体制を構築する。2

) 多様な教職員からなる多様な価値観を共有できる将来に拓かれた職場の形成を目指3

す。

) 適正かつ効率的な人事管理体制を確立する。4

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標

(1) 事務組織の機能・編成の見直しに関する目標

) 事務組織・職員配置の再編、合理化を進め、事務処理の効率化・合理化の推進を1

図る。また、群馬大学としての安全体制・責任体制を明確にした管理・運用のシス

テムを構築する。

) 各種事務の集中化・電算化を推進し、事務処理の簡素化及び迅速化を図る。2

) アドミッション・オフィス入試対応の広報活動の強化、学生・留学生支援体制の3

充実、就職支援体制の強化を図る。

) 事務職員の専門性の向上を図る。4

(2) 複数大学による共同業務処理に関する目標

大学間共同業務処理の推進を図る。

(3) 業務のアウトソーシング(外部委託)等に関する目標

事務組織の機能・編成の見直しによる業務の省略化とアウトソーシングの積極的

活用を図る。

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標
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１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

大型外部資金源として、 世紀 プログラム、各省庁又は財団による提案公募型21 COE

研究（例えば、科学技術振興事業団による戦略的創造研究推進事業など 、地域振興プ）

ロジェクト等に積極的応募する。科学研究費補助金についても積極的に応募し、採択件

数、採択配分額の増加を目指す。さらに、受託研究、奨学寄付金の増加に努力するとと

もに、財団助成への応募を促進し、研究費の増加を図る。

先端科学分野におけるベンチャー事業、産学官連携による大型プロジェクト、学内諸

施設開放、大学出版事業、公開講座の充実、附属病院経営等の幅広い自己収入の増加策

を講じる。

２ 経費の抑制に関する目標

) 管理的経費の使用状況を公開し、その評価点検により効率化を図りながら全体の管1

理的経費を抑制する。

) 「行政改革の重要方針 （平成 年 月 日閣議決定）において示された総人件2 17 12 24」

費改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組を行う。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標

施設、土地等の資産について、効果的・効率的に使用する体制を整備し、財源の確保

に努める。また、知的財産を適切に管理し、その有効活用を図る。

Ⅴ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

１ 評価の充実に関する目標

自己点検・評価、外部評価を厳正に実施し、評価結果を公表し大学としての社会に対

する説明責任を果たすとともに、第三者評価結果を大学運営の改善に役立てるよう努め

る。また、学内の評価組織のあり方を検討し、効果的な自己点検・評価が行われる制度

を確立する。

２ 情報公開等の推進に関する目標

本学における教育研究組織及び運営等に関する情報を積極的かつ効果的に学内外に発

信し、広く双方向的情報機能を備えたシステムを開発し発展させるとともに、情報提供

に当たっては、利用者の立場に立った分かりやすい内容及び方法について工夫する。

Ⅵ その他業務運営に関する重要目標

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標

施設設備は、学内諸計画の実現に重要な基盤である。そのために、施設設備の整備・

活用を検討する委員会の下に、その利用状況等を点検し、共用研究スペースの設置、教

育研究スペース及び機能の適正化、地域連携活動スペースの確保等、施設の整備・活用

、 。に関する長期的構想を策定することにより 効率的かつ計画的な施設設備の管理を行う

情報処理に関しては、キャンパス間ネットワークの強化構築を行う。施設の点検・保守

・修繕等を効果的に実施し、施設を長期にわたり活用するとともに、施設の安全性・信

頼性を確保し、教育研究活動の支障となる施設の不備を改善する。
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２ 安全管理に関する目標

学内外における安全管理、危機管理の普及・促進を図るために、教職員並びに学生に

対する安全教育を充実する。事故災害や環境汚染の未然防止、毒物・薬物あるいは特定

化学物質等の安全な保管や取り扱い、情報化社会における安全意識の高揚などを図るた

めに、環境保全・安全管理体制を強化し、もって教育研究に資する。
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別表（学部、研究科等）

教育学部

学

社会情報学部

医学部

部

工学部

教育学研究科

研

社会情報学研究科

究

医学系研究科

科

工学研究科

附 生体調節研究所

置

研

究

所


